
10601-1
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

・身体障害者手帳１級・２級、療育手帳Ａ又は精神障害者保健福祉手帳１級
の交付を受けている者
・介護保険の要介護３以上の認定を受けている者
・その他地区で災害時に避難支援が必要と認めた者

関係課からの情報提供

含まれる

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5電話番号、6避難支援等を必要とする事
由、7名簿提供同意の有無、8個別計画作成の有無、9その他避難支援等の実施
に必要な事項

個人情報ファイル簿（単票）

一関市避難行動要支援者基礎名簿

一関市長

福祉部　長寿社会課

災害時に自ら避難することが難しい避難行動要支援者の迅速な避難を支援す
るため



10601-2
様式第６号（第６条関係）

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

１氏名、２生年月日、３性別、４住所、５電話番号、６避難支援等を必要と
する事由、７その他避難支援等の実施に必要な事項

個人情報ファイル簿（単票）

一関市避難行動要支援者同意者名簿

一関市長

福祉部　長寿社会課

災害時に自ら避難することが難しい避難行動要支援者の迅速な避難を支援す
るため

一関市避難行動要支援者基礎名簿掲載者のうち、避難支援等関係者への基礎
名簿に記載されている情報の一部を提供することに同意があった者

関係課からの情報及び本人からの個人情報提供同意確認書による

含まれる

その者の居住する地区を所管する一関消防団、一関警察署、千厩警察署、民生委員、
一関市社会福祉協議会、自主防災組織の長、自治会又はこれに準じる組織の長、行政
区長

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号（マニュアル処理ファ
イル）

政令第21条第７項に該当するマニュアル処理
ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



10601-3
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） ■法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　□無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

一関市避難行動要支援者基礎名簿の掲載者

関係課からの情報提供及び本人からの情報提供同意確認書による

含まれる

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1避難支援等関係者への情報提供同意の有無、2同意者の氏名、3生年月日、4
性別、5住所、6電話番号、7身体の状況、8健康状態、9家族構成、10緊急連絡
先、11避難支援者

個人情報ファイル簿（単票）

一関市避難行動要支援者個人情報提供同意確認書

一関市長

福祉部　長寿社会課

災害時に自ら避難することが難しい避難行動要支援者の迅速な避難を支援す
るため



10601-4
様式第６号（第６条関係）

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号（マニュアル処理ファ
イル）

政令第21条第７項に該当するマニュアル処理
ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

戦没者特別弔意金の請求者手続きを行った者

本人または代理人の申請による

含まない

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1地域、2戦没者氏名、3受付表示、4受付番号、5請求受理日時、6本庁送付日、
7状態、8県送達日、9不備照会日、10不備内容、11不備回答、12県裁定日、13
裁定番号、14市通知日、15市文書番号、16国債受領場所、17国債受領日、18受
領者、19請求者氏名、20請求者続柄、21請求者死亡フラグ、22請求者郵便番
号、23請求者住所、24請求者電話番号、25備考、26代理人、27代理人郵便番
号、28代理人住所、29委任事項、30送付先氏名、31送付先郵便番号、32送付先
住所

個人情報ファイル簿（単票）

戦没者特別弔慰金請求者名簿

一関市長

福祉部　長寿社会課

戦没者特別弔慰金に係る請求者への手続き案内文書送付のため。



10601-5
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

該当なし

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） ■法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　□無

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

個人情報ファイル簿（単票）

戦没者の遺族に対する特別弔慰金申請台帳

一関市長

福祉部　長寿社会課

戦没者の遺族に対する特別弔慰金請求者への手続き案内文書送付のため。

別紙のとおり

平成27年４月１日から平成30年４月２日までに第10回戦没者特別弔慰金の請
求者手続きを行った者

本人または代理人の申請による

含まない

該当なし



10601-5

別紙

記録項目

1戦没者氏名、2戦没者生年月日、3戦没者死亡年月日、4もとの身分、5除籍時
の本籍等、5請求者氏名、6請求者生年月日、7戦没者等との続柄、8請求者住
所、9個人番号、10国債の償還金の希望支払場所、11前回の弔慰金受給者、12
遺族の氏名、13遺族の生年月日、14戦没者との続柄、15戦没者死亡当時にお
ける戦没者等との生計関係の有無、16遺族の平成27年３月31日までの状況



10601-6
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

個人情報ファイル簿（単票）

一関市暖房費助成金交付申請書

一関市長

福祉部　長寿社会課

一関市暖房費助成金の交付審査のため

1氏名、2生年月日、3性別、4住所、5電話番号、6続柄、7交付金振込金融機関
口座情報

一関市暖房費助成金の申請をした者

本人または代理人の申請による

含まない

該当なし

該当なし

個人情報ファイルの種別

□法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） ■法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　□無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



10601-6

別紙

記録項目

1戦没者氏名、2戦没者生年月日、3戦没者死亡年月日、4もとの身分、5除籍時
の本籍等、5請求者氏名、6請求者生年月日、7戦没者等との続柄、8請求者住
所、9個人番号、10国債の償還金の希望支払場所、11前回の弔慰金受給者、12
遺族の氏名、13遺族の生年月日、14戦没者との続柄、15戦没者死亡当時にお
ける戦没者等との生計関係の有無、16遺族の平成27年３月31日までの状況



10601-7
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

住民基本台帳に登録のある者（あった者を含む。）

住民基本台帳データの利用（目的内利用）

含まない

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5宛名番号、6世帯番号、7世帯主氏名、8
続柄、9課税関係情報、10生活保護受給情報、11振込先情報

個人情報ファイル簿（単票）

住民税非課税世帯等支援給付金対象者台帳

一関市長

福祉部　長寿社会課

住民税非課税世帯等支援給付金の支給のため



10601-8
様式第６号（第６条関係）

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5宛名番号、6世帯番号、7世帯主氏名、8続柄、9課税関係
情報、10振込先情報

個人情報ファイル簿（単票）

定額減税補足給付金対象者台帳

一関市長

福祉部　長寿社会課

定額減税補足給付金及び定額減税不足額給付金の支給のため

住民基本台帳に登録のある者（あった者を含む。）

住民基本台帳データの利用（目的内利用）

含まない

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理ファイル）
□法第60条第２項第２号（マニュアル処理ファ
イル）

政令第21条第７項に該当するマニュアル処理
ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



10601-9
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

住民基本台帳に登録のある者のうち、年度末までに80歳以上となる者

住民基本台帳データの利用（目的外利用によるもの）

含まない

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1行政区、2世帯番号、3郵便番号、4住所、5氏名、6フリガナ、7生年月日、8
性別、9宛名番号、10異動事由、11異動年月日

個人情報ファイル簿（単票）

敬老会開催事業対象者一覧

一関市長

福祉部　長寿社会課

敬老事業の実施に係る対象者の確認のため



10601-10
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　■有　　□無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

住民基本台帳に登録のある者のうち、年度末までに69歳以上となる者

住民基本台帳データの利用（目的内利用）

含まない

民生委員

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1行政区、2世帯番号、3郵便番号、4住所、5氏名、6フリガナ、7生年月日、8
性別、9宛名番号、10課税情報、11同居人情報、12障害手帳交付状況（本人及
び同居人）、13転入日

個人情報ファイル簿（単票）

高齢者福祉乗車券台帳

一関市長

福祉部　長寿社会課

高齢者福祉乗車券交付対象者の判定及び交付者管理のため。



10601-11
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

1氏名、2住所、3住所方書、4性別、5生年月日、6世帯番号、7フリガナ、8宛
名番号、9性別、10世帯主名、11世帯主宛名番号、12続柄、13郵便番号

個人情報ファイル簿（単票）

高齢者生活支援給付金給付台帳

一関市長

福祉部　長寿社会課

高齢者世帯生活支援給付金の給付事務のため

住民基本台帳に登録のある者のうち、年度末までに65歳以上となる者

住民基本台帳データの利用（目的外利用によるもの）

含まない

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　■有　　□無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）



10601-12
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　■有　　□無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

住民基本台帳に登録のある者のうち、年度末までに65歳以上となる者（一関
地域に居住する者に限る。）

住民基本台帳データの利用（目的外利用によるもの）及び民生委員からの情
報による

含まない

民生委員

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1行政区、2世帯番号、3世帯主との続柄、4住所、5氏名、6フリガナ、7生年月
日、8性別、9担当地区民生委員、10認知症症状の有無、11同居人情報（ひと
り暮らし、高齢者のみ世帯など）

個人情報ファイル簿（単票）

高齢者実態調査個別結果名簿

一関市長

福祉部　長寿社会課、各支所　市民福祉課

在宅高齢者の実態を調査、集計し、報告書作成のための資料とするもの。



10603-1
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

生活保護を受給している者及びその扶養義務者（過去に受給していた者を含
む。）

住民基本台帳データ等の利用、関係機関等からの情報（生活保護法、番号
法、市番号条例及び関係通知の規定による）及び本人からの情報

含まれる

市健康づくり課、こども家庭課、児童保育課、市民税課、資産税課及び国保
年金課

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1氏名、2性別、3生年月日、4郵便番号、5住所、6宛名番号、7続柄、8受給情
報、9口座情報、10生活情報、11介護情報、12医療情報、13扶養義務者情報

個人情報ファイル簿（単票）

生活保護システム

一関市長

福祉部　福祉課

生活保護法に基づき、生活保護に関する事務を行うため。



10603-2
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

令和３年12月10日、令和４年６月1日、令和４年９月30日現在の住民基本台帳
に世帯主として登録のあるもののうち、世帯全員が住民税均等割非課税であ
る世帯の世帯主

住民基本台帳データの利用（目的外利用）

含まない

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5宛名番号、6世帯番号、7世帯主氏名

個人情報ファイル簿（単票）

住民税非課税世帯等臨時特別給付金対象者台帳

一関市長

福祉部　福祉課

住民税非課税世帯等臨時特別給付金の対象者に申請案内を送るため



10616-3
様式第６号

個人情報ファイルの名称

実施機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

記録項目

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の経常的提供先

名称

所在地

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地

行政機関等匿名加工情報の概
要

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨

備考

該当なし

個人情報ファイルの種別

■法第60条第２項第１号（電算処理
ファイル） □法第60条第２項第２号（マニュアル

処理ファイル）政令第21条第７項に該当するマニュア
ル処理ファイル　□有　　■無

非該当

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

（実施なし）

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳を所持する者（所持し
ていたものを含む。）

住民基本台帳データの利用（番号法第９条第１項の規定による。）、関係機
関からの情報、本人からの情報

含まれる

該当なし

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地

総務部総務課

〒021-8501　岩手県一関市竹山町７番２号

1氏名、2住所、3生年月日、4性別、5宛名番号、6世帯番号、7世帯主氏名、8
続柄、9障がいに関する情報、10サービス利用に関する情報、11給付に関する
情報

個人情報ファイル簿（単票）

障害者福祉システム（あゆむくん）

一関市長

福祉部　福祉課

身体障害者福祉法、障害者総合支援法、知的障害者福祉法、精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律に基づく事務及びこれに関連する事務のため


